様式第3号（第８条第１項関係）行為制限に関する許可申請


特定農業用ため池における制限行為許可申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

広島県　　　　農林水産事務所長　様

　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名（法人・団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所

電話番号


農業用ため池の管理及び保全に関する法律第８条第１項の規定に基づき、次の行為について許可を申請します。

記

１　特定農業用ため池の名称
(ため池番号：　　　　　　　　　　　　　　　　)

２　特定農業用ため池の所在地


３　行為の内容及び施行方法


４　行為の着手予定年月日


５　行為の完了予定年月日
	市町受付印
	県受付印

	　
	　




６　その他必要な事項




 [備考] ※この備考は添付不要です。

１　行為の計画については、行為の内容の記述の末尾に、「（計画の詳細は、別様の計画書及び計画図等による）」と記載し、それぞれ計画説明書及び計画図を添付すること。
２　「その他必要な事項」の欄には、当該行為を行うことについて、森林法、地すべり等防止法、河川法、砂防法その他の法令による許可、認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。
　３　様式第４号の「制限行為施行同意書」を添付すること。



様式第4号（第８条第１項関係）行為制限に関する許可申請

特定農業用ため池における制限行為同意書


　私は○○（池・ダム）に係る制限行為申請者が行う制限行為の施工にあたり、予め、制限行為内容を双方で確認しました。
　今後、問題が生じた際には、制限行為申請者と協力して解決することに同意します。

　　年　　月　　日

制限行為申請者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


ため池所有者等代表者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


（注意事項）
１　申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載
すること。
２　ため池所有者等代表者とは、農業用ため池の届出者をいい、未届の場合には、農業用ため池の堤体部底地の所有者またはその代表者をいう。
３　ため池所有者等が、連名にて同意する場合は、適宜、欄を増やすこと。

【備考】※この備考は添付不要です。

○農業用ため池の管理及び保全に関する法律　抜粋
[bookmark: 2-0]〔平成三十一年四月二十六日号外法律第十七号〕

（農業用ため池の管理）
[bookmark: 35-0]第五条　農業用ため池の所有者（管理者を含む。以下「所有者等」という。）は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、当該農業用ため池の適正な管理に努めなければならない。


（勧告）
[bookmark: 37-0]第六条　都道府県知事は、農業用ため池の所有者等が当該農業用ため池の管理上必要な措置を講じていないと認めるときは、当該農業用ため池の所有者等に対し、防災工事の施行、管理者の選任その他の必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。


（行為の制限）
[bookmark: 46-0]第八条　特定農業用ため池について、土地の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
[bookmark: 47-0]一　土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項に規定する土地改良事業（次条第一項において単に「土地改良事業」という。）の施行として行う場合
[bookmark: 48-0]二　次条第一項若しくは第三項の規定による届出又は第十条第一項の規定による命令に係る防災工事の施行として行う場合
[bookmark: 49-0]三　非常災害のため必要な応急措置として行う場合
[bookmark: 50-0]四　当該特定農業用ため池の保全に支障を及ぼすおそれが少ない行為として農林水産省令で定めるものを行う場合



[bookmark: 51-0]（防災工事の施行に関する命令）
[bookmark: 59-0]第十条　都道府県知事は、第六条の勧告を受けた特定農業用ため池の所有者等が正当な理由がなくて当該勧告に係る防災工事の施行をしないときは、当該特定農業用ため池の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該防災工事の施行を命ずることができる。
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